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施 設 名 焼津市大井川福祉センター 

事業年度 令和５年４月 1日から令和６年３月 31 日 

指定管理者 社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会 

担 当 課 焼津市健康福祉部地域福祉課 

 

委 員 会 報 告 事 項 評 価 

 令和６年 12 月 25 日に本委員会を開催し、令和５年度の焼津

市大井川福祉センターの運営について、担当課の報告及び指定

管理者のヒアリングを経て、審議を行った結果、運営は適正で

あるとの判断に至った。 

 職員が元気にあいさつするなど接遇面も適切で、指定管理者

が実施した利用者へのアンケート調査でも高い評価を受けて

いる。 

また、設備等の不具合などにも迅速に対応するとともに、市

との連絡調整も速やかになされ、経理事務や予算の執行につい

ても適正に行われている。 

このため、大井川福祉センターの設置目的である、地域福祉

活動の拠点として福祉サービスの総合的な提供を促進し、福祉

の増進を図るための良質な催事と福祉活動の場が提供され、市

民の要望に応える運営がなされていると考える。 

以上により、焼津市大井川福祉センターの運営は、全般にお

いて良好であり、本委員会として、全員一致で「適正」である

との結論に達した。 

今後もより一層の施設運営向上に努めることを期待する。  
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